
大会における使用可能楽曲検索と
使用方法の確認に関するガイダンス

（楽曲使用ガイダンス）
※本年から提出動画に使用する楽曲に関しても楽曲使用報
告書が必要になりました＝詳しくは本書10ページをご確認
ください



本大会で使用できる楽曲についての考え方

本大会では使用できる楽曲に関して、使用できる楽曲の前提条件をクリアして、且つ著
作権保護の観点などから規定の確認を行う事により使用の可否を判断。条件をクリアし
た楽曲しか使用できません。フローチャートに従ってご確認の上、必ず必要事項を全て
ご記入いただいて楽曲使用申請書をご提出ください。

楽曲使用可否判断のフローチャート

楽曲使用の前提条件
・使用楽曲が「著作者の意に反するような変更、切除などの改変」を行われること
なく使用されている→1回のパフォーマンスで使用できるのは3曲まで

・認められている方法で音源を取得

著作権管理団体と管理内容の確認
・JASRACもしくはNexToneの管理楽曲である
・管理項目が指定の項目に該当していること

発売元レコード会社の確認
・指定のレコード会社から発売されている楽曲である
こと

使用可能条件の確認
・企業主催のイベント等で
使用可能な楽曲

・商業利用が可能な楽曲
・著作権者名のクレジット
などが必要ない楽曲

著作権フリーの楽曲であるいいえ はい

はい

※詳細の確認は各項のページを参照

はいはい 使用可能

詳細 ２ページ

詳細 ３～５ページ

詳細 ７、８ページ

詳細 ６ページ

いいえ×

×

いいえ
いいえ

×

×＝この選択肢は使用不可
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楽曲使用の前提条件

音楽等の著作物は「著作権法」で保護されています。音楽を使用する場合は、原則として著作権
法に基づき、必要な手続きを行い使用することが必要です。本大会で使用する楽曲に関してもオリ
ジナル楽曲などを除き、主催者などで使用に係わる手続きを代行して行っています。
楽曲使用の前提として、以下の２点がまず求められます。

①「著作者の意に反するような変更、切除などの改変」は全ての著作物について行って

はならない
楽曲使用に関しては、上記の点に留意して使用しなくてはいけません。楽曲をパーツとして使用し
たり、楽曲本来の形が判別しづらい形での使用をしてはいけません。また、本大会では上記のこと
などを踏まえて、下記規定を設けました。

・1校が使用できる楽曲数は3曲までとする

②著作物を使用する場合は、一部の事例を除き、手続きが必要です
原則として、著作物を使用する場合は手続きが必要です。手続きを行っても、正式な音源を使っ
た場合のみしか使用は認められません。従って、下記音源を必ずご使用ください。
・正規版のCD ・日本国内で利用できる有料音楽ダウンロードサービスで購入した音源
下記の方法により取得した音源は使用できません。
・YouTubeなど動画サイトから取得した音源
・海外サイトからのダウンロードにより取得した音源
・定額制聴き放題サービス（音楽サブスク）のストリーミング音源
・非正規サービスから取得した音源

２



著作権管理団体と管理内容の確認①JASRACの検索_１

音楽著作権管理団体には 「ＪＡＳＲＡＣ（ジャスラック）」「ＮｅｘＴｏｎｅ（ネクス
トーン）」の二つの団体があって、多くの楽曲はそのどちらかで著作権管理を行っていま
す。中でもＪＡＳＲＡＣは日本で最も古い音楽著作権管理団体で、管理楽曲数も多い。

まずＪＡＳＲＡＣの管理楽曲かどうか調べる

JASRAC 検 索
JASRACで検索もしくは

https://www2.jasrac.or.jp/eJwid/で検索

画面右上のJ-WIDのバナーをクリック 一番下の「上記の内容に了承して検索」をクリック 検索画面

主な検索方法は3つ

①作品タイトル
例 ワタリドリ

カオナシ

②アーティスト名
例 ALEXANDROS
新日本フィルハー
モニー交響楽団

③著作者名
例 川上 洋平
久石 譲

①

②

③

次頁へ

３



著作権管理団体と管理内容の確認② JASRACの検索_２

例えば作品タイトル“ワタリドリ”と検索
（ひらがなで入力すると出てこない場合もある、出
来るだけ原題に忠実に。アーティスト名も同様）

該当する楽曲の「詳細」をクリック

演奏の項目の「上演/BGM、」、
複製の項目の「録音」が両方○なら使用可能

もし両方の項目、もしくはどちらかの項目が×の
場合、次の確認に進みます→次頁へ

使用可能な楽曲この時点では使用
可能か不明な楽曲

次頁へ

４

パ
タ
ー
ン
Ａ

パ
タ
ー
ン
Ｂ

詳細情報の 演奏項目の「上演/ＢＧＭ」、複製項目の「録音」が共に○になっているかを確認します。

作品コード



著作権管理団体と管理内容の確認③ NexToneの検索

NexTone もしくは ネクストーン で検索
→NexToneトップページが表示されるので
「作品検索」をクリック

左記ﾄｯﾌﾟﾍﾟｰｼﾞからもしくは下記に直接ｱｸｾｽ
https://search.nex-tone.co.jp/terms?5
一番下の「以上に同意の上…」をクリック

作品名、著作者名、アーティスト名のうちど
れか、もしくは複数の項目を入力して検索

作品名をクリック

検索結果の詳細。
この楽曲の場合、演奏項目の「上演/BGM」の項目に×がついているが、前ページでJASRACで管
理されていることが確認できているので、複製「オーディオ」の項目に○がついていれば使用可能。
（JASRACに管理項目がない楽曲は、Ｎｅｘｔｏｎｅで2項目とも○が付いていないと使用不可）

ＪＡＳＲＡＣと合わせて両方
の項目が○なら使用可能

５

作品コード



著作権フリーの楽曲の場合 ６

著作権フリーの楽曲も、著作権（著作財産権、著作者人格権、著作隣接権）が消滅、消尽している
わけではありません。用途によっては著作権の行使を行わないとしているものです。つまり、用途に
よっては著作権の行使を行う可能性があるという事ですので、著作権フリーで使える条件の確認が重
要となります。

各ダウンロードサイトの
「使用条件」「利用規約」「ライセンス」

などのページを必ず確認の上、下記条件に合致しているもののみご使用いただけます。

「商用利用可能」「イベントでの使用可能」「公での演奏が可能」「複製したものの演奏が可能」
「楽曲の一部のみ使用することが可能」

それぞれのサイトで条件、表記方法などが異なるので、不明な場合はサイト運営者に使用目的を明示
して確認の上ご使用ください。
なお、著作権フリーのＣＤを購入の場合も、上記条件に準じます。



発売元レコード会社の確認①

著作権法では、作詞家・作曲家の「著作権」の他、レコード会社や実演家（アーティスト、演奏家）には
「著作隣接権」が付与されています。このうち、レコード会社には「複製権」という権利が認められており、
市販音源（CD、ダウンロードで購入できる音源）を書道パフォーマンスグランプリでの演技のために複製
（コピー）して使う場合は、使用するすべての市販音源について、レコード会社から許諾を得る必要があり
ますが、この度、書道パフォーマンスグランプリでは日本レコード協会（レコード会社の権利管理団体）と
複製使用について契約を締結しました。これにより、日本レコード協会が管理するレコード会社から発売さ
れる音源は、出場校様で個別に手続きすることなく、ご使用いただけることとなりました。対象のレコード
会社は9ページに記載しています。このリスト以外のレコード会社から発売される音源を使う場合は、出場
校様で手続き・契約・使用料支払いを行っていただく必要があります。

レコード会社の確認方法

ＣＤの場合
ダウンロードの場合他

ＣＤケースの裏面にある“発売会社”
が９ページの一覧にあること

７

「音楽権利情報検索ナビ」を使って検索
https://www.minc.or.jp/にアクセス
メールアドレスなどユーザー登録をします。
詳細は次ページ参照願います。

https://www.minc.or.jp/


発売元レコード会社の確認② ８

「音楽権利情報検索ナビ」を使ったレコードメーカー検索方法は下記の通りです。

https://www.minc.or.jp/ にアクセスして新規登
録へ進み、メールアドレス・パスワードを設定
その後「検索する」へ進む

音楽権利情報検索ナビはこちら をクリック

著作権調査時に調べた正式楽曲名を入力
（作品コードではレコード会社は検索でき
ません）

「発売会社」が次のページの会社であれば使用する
ことができます



発売元レコード会社の確認③ ９

地区大会、決勝大会で使用する楽曲に関して、下表に記載されているレコード会社が「発売元」の
CDに収録されている音源、ダウンロード購入音源を使用する場合は、出場校様でレコード会社に複製
使用の申請を行っていただく必要はありません。下表以外のレコード会社から発売されている音源を
使う場合は、出場校様で申請や使用料支払いを行ってください。

楽曲使用申請書にレコード会社が未記入の場合は、楽曲が使用できない場合もございます



提出動画に使用する楽曲について １０

本年から、提出動画に関する楽曲使用報告書も必要になりました。ＪＡＳＲＡＣ、ＮｅｘＴｏｎｅ
の確認を行っていただきご提出いただくことになりますが、確認していただく項目が異なりますので
下記をご確認ください。

提出動画の楽曲に関して確認する項
目は、JASRACでは「複製」の「ビ
デオ」になります。

○なら使用可能です。×の場合はNexToneを調べます。

NexToneでは「ビデオ」の項目を確
認します。

動画での楽曲使用数は3曲までを目途
としてお使いください。



歌詞、詩、小説その他作品などに関する著作権について

書道パフォーマンスにおける著作権は、音楽だけに関係してくる問題ではありません。歌詞、詩、
小説その他作品などを揮毫して使用する場合は、使用内容に制限がありその範囲を超える使用につい
ては個別に著作権手続きが必要となります。
使用できる範囲は「引用」の範囲内です。引用と判断できる基準は下記の通りです。

引用として使用できるには
①公正な慣行に合致すること
・そもそも引用の必要があること

・出典など出所を明示していること
・著作者の意に反するような改変をしていないこと
・引用される著作物が属する業界の慣行に従っていること

②引用の目的上「正当な範囲内」であること
・明瞭区別性

⇒引用をする側の著作物と、引用される側の著作物の区別が明瞭にされていること
・主従性

⇒前者が主、後者が従の関係にあること

上記を超えるような使用は、著作権手続きなどが必要となる場合があります。その際は
各学校様で手続き、使用料の支払いなどを行っていただく必要がございます。

学校内での使用とは異なる基準となりますのでご注意ください。

１１
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